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１ はじめに 

  「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の一部改正により、平成２

０年４月から、毎年、教育委員会はその権限に属する事務の管理及び執行の

状況について点検及び評価を行うこととなりました。 

  教育委員会が実施した重点施策、主要事業について、自ら点検・評価を行

い、その結果を公表することは、的確に政策立案を行うとともに、町民に対

する説明責任を果たす上で重要なことです。 

  大山町では、平成２７年３月に「大山町教育振興基本計画」を策定し、平

成２７年度から平成３１年度までを計画期間とする教育振興のための目標や

基本施策を定めました。 

平成２９年度の事務事業については点検・評価の項目等について見直しを

行ったうえで、２７項目の重点施策について点検・評価を行いましたので報

告します。 

 

２ 点検・評価の対象及び方法 

  点検・評価を実施するにあたって、保育所の保育活動、学校の教育活動等

を含めた大山町における教育活動全般にわたって広く点検・評価することも

考えられますが、すでに学校においては学校評価の取組がなされ、自己評価

のみではなく、保護者や地域の有識者による学校関係者評価も取組が進めら

れていること等もふまえ、教育委員会が直接所管する事業の重点事項に絞っ

て点検・評価を実施することとしました。 

  点検・評価の方法については、各重点事項の成果と課題を明らかにしなが

ら自己評価を行いました。 

 

３ 点検・評価の項目 

 

 

 

番号 施     策 担 当 課 

1 
教 
育 
委 
員 
会 

教育委員会の活性化 幼児・学校教育課 

2 開かれた教育行政の推進 幼児・学校教育課 

3 幼 
児 
教 
育 
の 
充 
実 

保育内容の充実 幼児・学校教育課 

4 保育サービスの充実 幼児・学校教育課 

5 子ども読書活動の推進 幼児・学校教育課 

6 家庭における子育てへの支援 幼児・学校教育課 
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４ 評価の基準  
 

  Ａ  ：  十分満足できる状況である 

  Ｂ  ：  概ね満足できる状況である 

  Ｃ  ：  やや満足できる状況ではない 

  Ｄ  ：  まったく満足できる状況ではない 

 

番号 施     策 担 当 課 

7 

学 

校 

教 

育 

の 

充 

実 

ふるさと大山を愛する児童・生徒の育成 幼児・学校教育課 

8 確かな学力の育成 幼児・学校教育課 

9 豊かな心の育成 ①生徒指導の充実 幼児・学校教育課 

10 豊かな心の育成 ②特別支援教育の充実 幼児・学校教育課 

11 健やかな体の育成 （学校安全の推進） 幼児・学校教育課 

12 教育環境の整備・充実 ①学校施設・設備の整備 幼児・学校教育課 

13 教育環境の整備・充実 ②教育条件の充実 幼児・学校教育課 

14 学校給食の充実及び食育の推進 幼児・学校教育課 

15 教職員の資質向上 幼児・学校教育課 

16 国際理解教育の推進 幼児・学校教育課 

17 

人 

権 

・ 

社 

会 

教 

育 

の 

充 

実 

生涯学習環境の充実 ①生涯学習の推進・啓発 人権・社会教育課 

18 生涯学習環境の充実 ②社会教育関係団体の育成 人権・社会教育課 

19 生涯学習環境の充実 ③文化活動の振興 人権・社会教育課 

20 公民館活動の充実 人権・社会教育課 

21 図書館機能の充実と読書活動の推進 人権・社会教育課 

22 地域スポーツ活動の推進 人権・社会教育課 

23 文化財の保護・活用 人権・社会教育課 

24 青少年の健全育成 人権・社会教育課 

25 人権・同和教育の推進 人権・社会教育課 

26 
福 
祉 
の 
充 
実 

児童虐待等への対応（要保護児童対策） 幼児・学校教育課 

27 社会福祉事業の充実 人権・社会教育課 



番号 担当課

1 幼児・学校教育課

　町長が主催する総合教育会議
を開催し、町長と教育委員とが、
教育行政についての協議を行う。

　2月19日に総合教育会議を開催し、
「定住化施策」「児童福祉施策」につい
て意見交換した。町長の考える施策を
理解するとともに教育委員としての意
見を述べた。今後も意見交換を継続し
て実施する。

定例教育委員会・・・・・１２回
臨時教育委員会・・・・・　５回
教育課程等ヒアリング（保育所・学校経
営方針の聞き取り）・・・・・　１回

会議の開催

保育所訪問・学校訪問

教育委員研修

　毎月の定例会議、臨時委員会を
開催するとともに、必要に応じて
協議会を開催する。

　町内の小・中学校、保育所を訪
問し、学習状況や保育状況を視察
するとともに経営について意見交
換を行う。

平成２９年度　教育委員会点検・評価シート

目　　　　標

　教育委員会制度の意義を踏まえ、その役割を果た
すために、教育委員の資質向上と教育委員会の活
性化を図る。

事業内容

施　　策

取組状況主な事業

教育委員会の活
性化

 社会情勢の変化を背景に、学校に求められる役割や課題はどんどん膨らんでいる。また、国の進める
子育て支援の充実に向けた制度改革においても、保育所や放課後児童クラブなど行政が担う子育ての
役割が大きくなっている。このような社会の動きの中で、単に働く親へのサービスを充実するだけでな
く、子どもの健やかな成長のために大切にしなければならないことを教育委員会としてきちんと見極め、
施策につなげていくような議論を進めていくことが大切である。
　そのためにも、保育所・学校の現状把握や国の教育改革や県の施策などについて学ぶことが重要
で、保育所・学校への計画訪問等を継続し、また各種研修会へ積極的に参加する。

担当課の評価 成果・課題

保育所訪問・・・  ５保育所
学校訪問・・・・・　７小・中学校
　この他、入学式、卒所式・卒業式、運
動会・体育祭、生活発表会・学習発表
会・文化祭等に参加

Ａ

　教育委員は非常勤特別職であるが、大山町は保育所が教育委員会の
所管ということもあり、年間を通じて多くの保育所訪問、学校訪問や研修参
加等を行っている。さらに、卒業式や入学式はもとより、運動会・体育祭、
学習発表会・文化祭、学校公開日などにも積極的に参加していただいてお
り、訪問回数は膨大なものである。会議においても、これらの訪問に基づ
き、教育現場の実情を踏まえた議論が行われ、保育所や学校の取組改善
につながる教育行政施策につながっている。
　 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」
が平成２７年４月１日から施行されたことに伴い、第３回目の総合教育会
議を２月に開催した。今後も町長と教育委員会とが一定の独立性を保ちな
がら、連携を進めていくことが求められる。
　国が様々な教育改革を推し進めようとしている今日、その動向を見極め
ながら、これまで通り教育行政の執行機関としての役割を果たすことが求
められる。

課題解決のために次年度に反映させる具体的な施策・事業

　さまざまな規模で開催される教
育委員研修に参加するとともに、
自主研修も実施し、教育の現状や
方向性について見識を深める。

県外先進地視察研修・・・・・・・・・・ １回
鳥取県市町村教育委員研修会・・・２回
西部町村教育委員研修会・・・・・・・２回
町教育委員研修会　・・・・・・・・・・・・２回

総合教育会議の開催



担当課

2 幼児・学校教育課

平成２９年度　教育委員会点検・評価シート

目　　　　標

　教育委員会等の会議を公開したり、教育委員会が
持っている様々な情報を町民に公表・公開するとと
もに、積極的な広報活動に努める。

　引き続き教育委員会及び総合教育会議を公開し、住民が審議や協議の内容を傍聴する機会を作る。
またホームページ等を活用し、教育委員会や総合教育会議での協議や決定事項、教育委員の活動な
どを町民に広く情報提供して情報公開に努める。

　教育委員会や総合教育会議の公開、議事録のホームページ掲載をはじ
め、様々な情報を積極的に広報することにより、教育行政の透明性を高め
ている。広報「だいせん」においても教育委員会関連の記事の占める割合
はかなり高い状況である。
　  今後も必要に応じて、早い時期に町民への丁寧な説明を行ったり、広く
意見を聴いたりする姿勢が求められる。

成果・課題

課題解決のために次年度に反映させる具体的な施策・事業

A

担当課の評価

取組状況

　基本的に会議を公開とし、個人情報
の保護が必要な部分のみ非公開とし
た。
　平成２９年度は教育委員会定例会の
傍聴者は延べ１４名、総合教育会義は
１名だった。

　広報だいせんの「教育通信」で、教育
委員会関係の取組の広報に努めた。
  また、教育委員会及び総合教育会議
の会議録をホームページに掲載し、町
民への情報発信に努めた。

施　　策

事業内容

会議の公開

主な事業

開かれた教育行
政の推進

情報公開の推進

　教育委員会及び総合教育会議
を公開する。

　ホームページ、広報誌等を活用
した広報活動を行う。



番号 担当課

3 幼児・学校教育課

平成２９年度　教育委員会点検・評価シート

施　　策 目　　　　標

保育内容の充実

　保育所の子どもたちの健全な成長と学校教育
への円滑な接続を図るため、保育士の資質向上
や食育の推進、保・小・中連携等を推進し、就学
前教育の充実を図る。

主な事業 事業内容 取組状況

保育内容の充実

　計画訪問における指導助言
のほか、巡回訪問において気に
なる子どもへの支援のための
助言、公開保育における適切な
指導助言等を行い、保育内容
の充実を図った。

・全保育所での保育参観・協議、指導助言
　（全保育所での、リズム運動、いきいき遊
　　び、絵本の読み聞かせ等の取組推進）
・LD等専門員による巡回訪問（各園２回）
・西部教育局による要請訪問（随時）

保育士の資質向上

　保育士の質の向上を図ること
を目的に、保育士や調理師を各
種研修会に派遣した。また、町
教委主催の研修会も開催した。
研修時の代替賃金等を幼児・
学校教育課から支出し、保育士
が研修に参加しやすい体制を
とった。

・各種研修への派遣
　（専門研修、合同研修等）
・園内研修
・保育士継続セミナーの開催
・年齢別担当者会
　（年齢別公開保育の実施）

食育・保育所給食

　保育所での食育を推進するた
めの支援、保育所給食の充実
を図る。
　子どもだけで料理を完成させ
るキッズ・クッキングを行い、子
どもたちが達成感と食に対する
興味を持つことを図った。

・各保育所での菜園活動
（育てた野菜を使ったクッキング）
・食育推進事業
　（食育の日、ミートフーズ講話、キッズ・
　　クッキング、モーモー・クッキングの実
　　施）
・給食連絡会（月１回）実施

保・小・中連携の推進

　保育所から中学校までを通
し、保育士、教職員が連携して
乳幼児期からの指導の一貫性
を図り、継続して子どもたちの
成長に資する取組を行う。

・小学生(１年生、５年生等）と保育園児交流
・中学生（３年生）の保育体験
・保育士１日学校体験研修
・小学校教諭１日保育所体験研修
・参観日、行事への相互参加
・保、小、中連絡会（月1回）
・行事予定表交換
・保育所児童要録を小学校へ送付

担当課の評価 成果・課題

Ａ

　保育所における保育については、小学校への円滑な接続を意識しなが
ら、すべての保育所において、体力づくり、脳活（いきいき遊び）などに継続
的に取り組み、成果が表れてきている。今後も、小・中学校との連携をさらに
強め、発達の段階に応じた取組を推進していく。

課題解決のために次年度に反映させる具体的な施策・事業

　保育士研修、計画訪問・巡回訪問による指導・助言、小・中学校との連携、発達事例検討会の開催、公
開保育の実施など、各種の事業に継続して取り組み、さらに職員の資質向上を図る。
　平成30年4月1日より保育所保育指針（平成29年厚生労働省告示117号）が施行されたことに伴い、その
趣旨及び内容を十分理解し、保育の実践をする。また、小学校教育が円滑に行われるよう「幼児期の終
わりまでに育ってほしい姿」を共有し、小学校との連携を図る。中学校区で保護者、児童の課題を共有
し、課題解決に向け連携して取り組む。



番号 担当課

4 幼児・学校教育課

課題解決のために次年度に反映させる具体的な施策・事業

　出産後早い時期から子どもを預けて職場復帰をされる保護者がこの近年増える傾向にあり、出産か
ら子育てまで一貫した支援を行ってきた。また、保育士不足の社会情勢の中、保育士確保は喫緊の課
題である。保育士確保に向け、計画的な採用や臨時職員の処遇改善、また働き方、業務の見直しに取
り組む必要がある。なお、放課後児童クラブについては、平成30年7月からこども課へ事業が移管とな
り、新体制での子育て支援の充実が図られる。

放課後児童クラブ

　放課後及び長期休業中に
家庭において養育に欠ける
児童に対し生活の場を与え
る。（対象小１～６年）

５クラブ開設
  (登録児童数２４４人)

担当課の評価 成果・課題

B

　平成27年度から子ども・子育て支援新制度に移行し、３つの拠点保育所
を中心に各種保育サービスを充実させ、年度途中の入所希望にも対応す
るなど、概ね保護者の要望に応えることができた。
　しかし、３歳未満児の入所希望がここ数年増加傾向にあり、早朝・延長
保育の利用も大幅に増えている。このような中、配置基準を満たすための
保育士の確保が難しい状況が続いている。
　また、放課後児童クラブの登録児童数も増加する傾向が見られ、大山西
小児童クラブの夏休みのみ、2つの施設を開設するなどの対応について
検討することも今後の課題である。

病後児保育
　病気回復中の園児で集団
保育が困難な場合に預かっ
て保育する。

１利用につき最大７日間まで。
日額２，０００円
　（利用者　０人）

病児保育

　病気のため集団及び家庭
での保育が困難な児童を、
病院の病児保育室で保育す
る。

病児保育室（米子市内３施設）
　（利用者　延べ３３人）
日額　２，５００円（木曜１，５００円）

一時保育
　一時的に家庭で保育が出
来なくなった時に児童を保育
所で預かって保育する。

１週間に３日まで。
日額２，０００円（未満児）
　　　１，５００円（３歳以上児）
（利用者　延べ４６人、３９４日）

早朝・延長保育

　保護者の就業体系の多様
化により、保育に欠ける時間
に応じて保育時間を早める
又は延長する。

利用者
　利用人数　　１４６人
　利用回数　　２，０７９回

　早朝：午前7時30分から(短時間)
　夕方：午後4時30分から(短時間)
　延長：午後6時30分から(標準・短時間)

平成２９年度　教育委員会点検・評価シート

施　　策 目　　　　標

保育サービスの
充実

　保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに
児童の健全な育成を図る。

主な事業 事業内容 取組状況



番号 担当課

5 幼児・学校教育課

　家庭での読み聞かせ継続を呼びか
け、図書館利用を促進する。
平成１９年度開始
実施者９３人

平成２９年度　教育委員会点検・評価シート

施　　策 目　　　　標

子ども読書活動
の推進

　乳幼児期から子ども一人一人が読書に親しむ環
境づくりを進め、自主的な読書習慣の定着を図る。

主な事業 事業内容 取組状況

　　子どもの読書活動推進委員会でも課題になっているように、メディアに接する時間が長い子どもた
ちの対応について読み聞かせ・読書は役立つ。読書活動の推進に向けて、内容の工夫はしながらもこ
れまでの取組を今後も継続して実施していく。また、関係機関と連携して、健診時や子育て支援セン
ター来所時など、様々な機会をとらえてブックスタート、ブックセカンド、ブックサードなどの情報を提供
するとともに、メディアの危険性や読書活動の効果等についても情報発信し、継続して保護者の支援
に努める。平成30年7月からこども課へ事業が移管。保育士の図書研修は幼児教育室で実施する。

課題解決のために次年度に反映させる具体的な施策・事業

A

　乳幼児期の心と体の基礎づくり五感の発達に役立つ読書、その読書習
慣の定着を目指して様々な事業を実施し、保護者の啓発と子育て支援に
一定の成果を果たしていると考える。幼児期における親子関係の定着を
図り、自立神経の発達・コミュニケーション能力を培い社会性を養うため
に、これらの取組を継続していくことが必要である。

成果・課題

ブックスタート

　６か月の乳児健診で、赤ちゃん
と保護者に読み聞かせをして、絵
本２冊を含むブックスタートセット
を配布。健康対策課・図書館との
協力事業。

家庭への絵本読み聞かせの啓発
平成１４年度開始
実施者１０８人

ブックセカンド

　図書館で、３歳児と保護者に絵
本１冊と絵本リストを配布。絵本に
ついてのアドバイスや読み聞かせ
を行う。健康対策課・図書館との
協力事業。

ブックサード

　５歳児と保護者に、幼年童話リ
ストと幼年童話１冊を配布。幼児・
学校教育課、保育所、図書館との
協力事業。

　保護者の読書推進への意識高揚と
本のある生活の定着、読書環境の向
上を図る。
平成２１年度から開始
実施者１２４人

担当課の評価

保育所読書活動推進事業
　児童の読書力向上のための読
書環境整備を図る。

・幼児教育室司書の配置
・わらべうたや絵本の読み聞かせ
・絵本コーナー整備
・図書担当保育士による研修、選書
・保育士の図書研修（３回）
・保育所年長児による絵本づくり、生
涯学習大会展示



番号 担当課

6 幼児・学校教育課

　平成30年7月からこども課に子育て支援関係業務（支援センター、ファミサポ、児童クラブ、家庭保育支援給
付金、読書推進）が移管。平成22年度から続いた親学習プログラム「子育ての旅」は一定の効果をあげ平成
29年度で終了となった。今後は、こども課や関係機関とさらに連携を深めながら、社会情勢や子育て世代の
ニーズをとらえ、子育て世代の保護者の支援や学習機会の確保に努める必要がある。

家庭保育支援給付金

担当課の評価 成果・課題

A

　子育ての不安解消と仲間づくり、子どもたちの健全育成を目指して様々な事
業を実施し、保護者の啓発と子育て支援に努めた。赤ちゃんふれあい会につい
ては、生徒への情操教育にも役立っているとともに、保護者にとっても効果的な
取組となっていると考える。27年度より、子育てに関する不安等に応えるため、
新たに予約制の子育て相談室を設けて、定員いっぱいの相談を受けた。今後、
幼少期における親子関係の定着を図るため、親学習等、子育て事業へさらに多
くの保護者の参加を促す工夫を積み重ねる必要がある。

課題解決のために次年度に反映させる具体的な施策・事業

家庭教育相談
　子育て支援センターを拠点に家庭教育相
談員を配置し、子育てにかかわる相談業務
や気になる親子のフォローを行う。

毎週木曜日に実施。

子育て相談
　子育てに悩んだり困ったり話を聞いて
もらいたい時の予約制相談室。子育て
専門員をアドバイザーとする。

毎月１回行う。１日に３人まで予
約を受付けるが、キャンセル待
ちの日もあった。

　乳幼児を持つ保護者を対象に、家庭
での養育能力を高めるとともに、保護
者同士の仲間づくりや楽しい子育てを
目指し、親学習を継続的に行う。

６回シリーズ×３期
・第16期　　１３人
・第17期　　１２人
・第18期　　１０人

子育て講座
　保育所・小学校・中学校の参観日など
保護者が集まる機会をとらえ、講演会
など開催して学習の機会を提供する。

・保育所　　　　　　　　　６回
・子育て支援センター　２回

赤ちゃんふれあい会 　中学生と赤ちゃん、保護者のふれあい体
験を通し、中学生は赤ちゃんのぬくもりや親
の深い愛情を学び、命の大切さを学習す
る。親も子どもが成長した姿を想像し、子育
てに前向きな気持ちを持ち、楽しい時間を
過ごす。

大山中（６回）
名和中（４回）
中山中（４回）
参加した親子　延べ510人

平成２９年度　教育委員会点検・評価シート

施　　策 目　　　　標

家庭における
子育てへの支
援

　様々な機会をとらえて子育てに関する情報提供、
子育て環境の整備等を行い、家庭における子育て
への支援の充実を図る。

主な事業 事業内容

　２歳未満の乳児を保育している者の
経済的支援を図る。

1ヶ月当たり　30,000円
給付対象者　１０８人

取組状況

ファミリーサポートセン
ターの活動推進

　育児の援助を受けたい人と行いたい
人が会員となり、ファミリーサポートセン
ターが仲介して、会員相互に育児援助
活動を行う。

利用件数　２５６件
会員数　２５１人
　・おねがい会員　１４６人
　・両方会員　４０人
　・ひきうけ会員　６５人

子育て支援センターの充
実

　保育所へ通っていない乳幼児と保護
者が訪れ、子どもと遊びながら、育児相
談をしたり、育児の仲間づくりをする。
子育てサークル活動も行っている。

利用者数
　名和地区　延べ３，７１５人
　中山地区　延べ２，０２４人
　大山地区　延べ１，９９３人

親学習プログラム「子育
ての旅」の開催



番号 担当課

7 幼児・学校教育課

平成２９年度　教育委員会点検・評価シート

施　　策 目　　　　標

ふるさと大山を愛
する児童・生徒の
育成

　自分が生まれ育ったふるさとを愛し、ふるさとに誇
りが持てる児童・生徒を育成する。

主な事業 事業内容 取組状況

地域の特色を生かした教育
活動の推進

　学校の教育活動の中で、地域に
目を向けた学習を推進する。
　そのために、校長裁量で活用で
きる特色ある学校づくり補助金（各
校３０万円）を交付する。

　各学校における社会科や総合的な学
習、職場体験学習等では、地域のゲス
トティーチャーを活用し、地域の自然や
歴史、産業の理解を推進した。
　その中でも、大山小学校では、「大山
の恵み教育構想」のもと、「大山レン
ジャー」や「ヒメボタルの調査」など、地
域の特色を生かした取組を行った。
　特色ある学校づくり補助金は、環境
整備費や研修会講師謝金など、各学
校の特色を活かした教育活動費に有
効活用された。

ふるさと教材「わたしたちの
大山町」の活用

　ふるさと学習用の教材資料を小
学校中学年用、高学年用、中学生
用の３種類作成し、児童・生徒全
員に配布する。

　社会科や総合的な学習で活用されて
いる。

担当課の評価 成果・課題

Ｂ

　町版標準学力調査の質問紙調査では、「自分の住んでいる地域が好き
だ」と肯定的に答える割合について、中学２年生では全国平均値より
14.2％高く、小学６年生でも全国平均値を３％上回り良好な結果であった。
特に中学生はすべての学年で全国平均値を大幅に上回り、小学校から続
く地域教材をいかした取組の成果が出ていると思われる。
　また、全国学力・学習状況調査の質問紙調査では、「今住んでいる地域
の行事に参加していますか」の項目について、小学校では、全国平均値よ
り20.1％高く、中学生では13％高い。ふるさと大山町を愛し、主体的に取り
組む子どもたちが育ちつつあると思われる。

課題解決のために次年度に反映させる具体的な施策・事業

　町版標準学力調査の質問紙調査では、「自分の住んでいる地域が好きだ」と肯定的に答える割合に
ついて、全国平均値を上回る学年が多いものの、全国平均値が下回る学年もあった。特に小学５年生
は、昨年度も同様な結果であった。社会科や総合的な学習等で、ゲストティーチャーを招いて米作りを
体験したり、地域の歴史や産業を学ぶ機会を多く作り、地域とのつながりや地域の良さを感じることがで
きる授業づくりに取り組んでいるが、さらに充実した取組を進める必要がある。
　また、引き続き「特色ある学校づくり補助金」を地域ＧＴへの講師謝金等に有効活用しながら、地域に
開かれた学校づくりを進め、ふるさとを愛する児童・生徒の育成に力を注いでいきたい。



番号 担当課

8 幼児・学校教育課

平成２９年度　教育委員会点検・評価シート

施　　策 目　　　　標

確かな学力
の育成

　全国学力・学習状況調査等の結果を踏まえ、保・
小・中連携を進めるとともに、さらなる児童・生徒の
学力向上を図る。

主な事業 事業内容 取組状況

保・小・中連携による
学力向上（大山町小
中連携学力向上推
進事業）

　校種を超えて子どもた
ちが抱える学力課題を
把握し、学力向上につ
なげる取組を推進す
る。

　３つの中学校区ごとに研究推進組織を立ち上げるととも
に、合同授業研究会、講演会等を実施した。各種調査等を
活用しながら、各中学校区で成果指標を具体的に設定し、
授業改善や保小中の共通目標の実践に取り組んだ。
　また、大山町小中連携学力向上推進事業中間報告会を
12月に開催した。小中９年間を通した学力向上に向けて、
検証改善プランを明確にし組織的に授業改革に取り組んで
いる様子を再確認するとともに、各中学校区の取組が町内
全体にひろがる良い機会となった。

きめ細やかな指導の
充実

　２００万円協力金方式
による少人数学級の実
施

　中山小学校６年生、名和小学校４・６年生、名和中学校２・３年
生が、２００万円協力金方式による少人数学級を実施した。
　対象となった学年は、クラスが２つに分かれたことにより、支援
が必要な児童についてよりきめ細やかな指導をすることができ、
学力面、生徒指導面ともに大きく改善することができた。

学力向上検討会（大
山町教育振興会・評
議員会）

　全国学力・学習状況
調査等の町全体の結果
を分析し、分析結果を
ふまえた学力向上対策
の検討する。

　町教育振興会等において、各学校の管理職や教務主
任、学校教育室職員で学力向上の取組について話し合っ
た。特に中学校区毎に同じ視点で授業研究会を行うことに
より、同一歩調で子ども達の学びを支援していくことができ
た。全国学力・学習状況調査の大山町の分析結果や各中
学校区の取組について、ホームページや町報での広報を
行った。

標準学力調査の実
施

　小・中学校における標
準学力検査を実施す
る。

　小学校３年生以上、中学校全学年で標準学力調査（１・３
学期版）や生活・学習質問調査（１・３学期版）等を実施し
た。調査結果が１学期中に出ることもあり、早い段階で課題
の分析を行うことができ、児童生徒の指導に活かすことが
できた。

課題解決のために次年度に反映させる具体的な施策・事業

　全国学力・学習状況調査や標準学力調査の結果分析やその後の有効活用をさらに促進させていく必要
がある。事務局としても各種学力調査からみえる大山町の課題を分析し、その対策を考えるとともに、学力
向上に向けた授業づくりについて指導・助言をしっかり行っていきたい。
　「家庭学習の手引き」について、これまでは小学校入学時のみの配布であったが、中学校入学時にも配
布できるよう考えていきたい。

家庭学習の充実（学
力向上学校活性化）

　家庭学習の習慣づけ
を進め、学力向上を図
る。

　全国学力・学習状況調査や標準学力調査等の分析を行
うなか、携帯やスマホを含めたメディアに接する時間の増
加が課題となった。「メディアから子どもを守る実践会議」で
は、町内の中学校生徒会と共に、中学生版ネットルールを
作ることができた。
　また、町が作成した家庭学習の手引きを活用した取組に
ついて、学校訪問等で指導・助言を行った。

担当課の評価 成果・課題

Ｂ

　各中学校区で、小・中連携を中心とした研究推進組織が立ち上がり、合同授業研究会や合
同研修会など児童・生徒や教職員の交流が少しずつ充実してきている。授業研究会で話し合
う視点などを共有することで、９年間を見通した学力向上が明確になった。
　家庭学習の習慣化に向けて、「家庭学習の手引き」のさらなる充実を図る必要がある。
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9 幼児・学校教育課

平成２９年度　教育委員会点検・評価シート

施　　策 目　　　　標

豊かな心
の育成
①生徒指
導の充実

　いじめ・不登校等の問題を抱える児童・生徒、保
護者を支援するとともに、未然防止に努める。

主な事業 事業内容 取組状況

不登校対応ネット
ワーク推進事業
（教育支援センター
寺子屋の設置）

　教育支援センター「寺子
屋」とSSWを核とした、教育
相談やケース会議の実施、
学校との情報交換、通級生
への指導、交流体験活動の
実施、保護者会の開催。

　「寺子屋」通級生に対する学校の主体的な関わりが増えるな
ど、関係機関が連携した取組を行っている。
　通級生は6名いたが、そのうち3名は年度内に学校復帰を果たし
ている。
 教育指導員１名、相談員１名配置
 通級生６名（小学生３名、中学生３名）

教育相談・学校へ
の指導助言

　いじめ・不登校等に関す
る相談に対応し、学校と
連携して問題解決を図
る。

　教育委員会に報告されたいじめ事例は７件あり、解決済みである。ま
た、LINEによるネットトラブルが２件である。不登校についても気になる児
童生徒を把握するため、ＳＳＷと地教委で学校訪問を行った。
　要対協やSSW、SC等とも協力をしながらケース会議を実施し、チームと
して課題解決に取り組んでいる。
　また、ネットトラブルによるいじめの件数が今後増えていくことも予想さ
れるので、「メディアから子どもを守る実践会議」でもネットルール等の話
し合いを行った。
　不登校児童生徒の対策として、「緊急の不登校対策委員会」を開催し、
いくつかの不登校事例について、その対応策を協議した。「未然防止」と
「早期対応」の重要性を確認した。

教育支援センター
寺子屋における相
談事業

　寺子屋の相談員が、電
話及び来所の相談を受け
ている。

　相談回数のべ１１７件（来所相談は３７件、電話相談は１８
件、訪問相談は６１件）である。
　教育相談から、ケース会議につながる例もある。

ＳＳＷ活用事業

　スクール・ソーシャル・
ワーカー（ＳＳＷ）を配置
し、関係諸機関と連携す
ることにより、課題解決を
図る。

　関係諸機関と連携をし、ケース検討会を継続して実施した。家に閉じこ
もりがちな児童生徒も、福祉部門と連携をとることにより、寺子屋へ定期
的に通級することができた。
　また、寺子屋で毎日通級することにより、生活習慣が大きく改善し、学
校に通常通り登校出来るようになった児童生徒が3名であった。

課題解決のために次年度に反映させる具体的な施策・事業

　保護者の考え方による欠席や家庭の教育力の低下による欠席が増加している。寺子屋の教育相談員や町の関係
機関とも連携を取りながら、不安を抱えている保護者への対応や支援を充実させていきたいと考えている。
　昨年度に続き、保・小・中連携を強化し、小１プロブレムや中１ギャップも含め、不登校児童・生徒への１次・２次・３次
支援体制を充実するとともに、長期休業前に不登校児童・生徒の減少に向けた研修会を行い、2学期以降増加が予
想される不登校児童・生徒に対する取組について、町内で共通理解していきたい。

いじめ防止の体制
整備

　「鳥取県西部町村いじ
め問題対策協議会」の設
立等

　鳥取県西部町村いじめ問題対策協議会規約が平成２８年４月１
日から施行された。協議会の経費は、関係町村に対する分担金、
負担金及びその他の収入をもって充てる。協議会の開催に係る
経費は、協議会が負担し、関係町村で生じた重大事態の調査審
議に係る経費は、関係町村が負担するものとする。
　大山町教育委員会は、法第28条第１項の規定に基づき、重大
事態に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に
資するため、調査委員会を設置する条例（大山町いじめ問題調
査委員会設置条例）を平成２８年７月１日より施行した。

担当課の評価 成果・課題

B

　長期欠席児童生徒数について、平成２３年度は小学校４人、中学校２２人であったが、平成２９年度は小
学校１３人（内病気３人）、中学校２１人（内病気５人）であった。特に、2学期以降の増加が顕著であった。
「緊急の不登校対策委員会」を開き、小中学校の関係者で協議したが、根本的な改善策には至らず、今
後も継続して取り組んでいかなければならないと感じている。
　いじめ問題については、各学校がアンケートや教育相談週間を実施し、早期発見や未然防止等に力を
入れており、重大事態につながるようなケースは報告されていない。しかし、近年ネットがらみの問題から
いじめに発展するケースが２～３件ではあるが、報告されており、その対応が急務であると考えている。す
でに各学校でネットトラブルに関する授業実践や保護者向け講演会など取組は進んでいるので、今後も
各校の取組の情報共有や情報提供に取り組んでいきたい。
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　引き続き、幼児・学校教育課、健康対策課、LD等専門員等と連携しながら定期的に巡回訪問指導等を実
施し、発達障がい等の児童生徒の早期発見に努めるとともに、ケース会議等の適正な就学に向けた関係
諸機関との連携を深める必要がある。
　０歳から１５歳までのめざす子ども像を明確にするとともに、本町独自で作成している保育所の「個別の
就学支援シート」を保育所・小・中学校でスムーズに活用できる「個別の教育支援計画」へ移行し、保護者
とともに社会参画するまでを見通した支援を行っていく必要がある。
　通級指導教室のより良い活用方法を模索するうえで、来年度は小学校の開設校を2校にする必要がある
と感じている。

Ｂ

　発達障がい等の児童に対しての早期発見や支援について、小学校一日体験研修
やＬＤ等専門員の巡回訪問指導を活用している。その結果、医療につながる児童も
増えている。保育所巡回訪問シート等の個人情報ファイルを健康対策課や教育委員
会、小学校、保育所（園）が共有しており、早期発見・適正就学に向けたシステム等
は充実しつつある。
　また、就学に向けて、保護者や園、学校教育室、健康対策課の職員等で何度も協
議をもった。特に保護者の不安や悩みを解消しつつ、児童の将来の進路選択を考え
ながら、適正な就学ができたことは大きな成果であった。
　通級指導教室を利用する児童生徒が増えつつあり、通学方法等で課題が残ってい
る。今年度、中学生は名和中、大山中の2校で教室を開設したが、小学校でも同様な
体制を作っていかなければならないと感じている。

就学奨励

　特別支援学級に在籍する児童
生徒の保護者に対し、経費の軽
減を図るため就学奨励費を支給
する。

　就学奨励に関する法律に基づき奨励費
を支給した。（１/２国補助）
・実績２９人

担当課の評価 成果・課題

課題解決のために次年度に反映させる具体的な施策・事業

早期支援のための研修会
の実施

　専門家を講師にした発達障がい
の研修会

　園によっては、児童発達支援センター
「あかしや」より講師を招き、施設支援等
についての研修を実施している。

教育相談、就学相談
　５歳時健診における教育相談、
就学児検診等における就学相談
の実施

　教育相談は随時、就学相談については
就学時健診時に実施するととともに、同
時に小学校教員によるミニ講話を実施
し、保護者の不安や悩みの緩和に努め
た。
　また、就学児童については、保育所や
医療機関等と情報共有しながら、学校教
育室職員と保健師、保育所職員、保護
者、ＬＤ等専門員等と何度も協議を重ね、
適切な就学へつなげることができた。

就学支援会議の開催

　特別支援学級や特別支援学校への
就学、通級指導教室への入級など、
適切な就学のあり方について、医師、
保健師、教師など専門家を交えた会
議を必要に応じて開催。必要があれ
ば保護者の参加も得る。

　通級指導教室入級検討会を２回開催
し、シニアディレクター（医師）等から、適
切な就学支援・指導について助言をいた
だきながら、児童への指導に活かした。

主な事業 事業内容 取組状況

平成２９年度　教育委員会点検・評価シート

施　　策 目　　　　標

豊かな心の育成
②特別支援教育
の充実

　発達障がい等の児童及びその保護者に対する相
談・支援体制を整備し、早期からの一貫した支援を
行う。
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課題解決のために次年度に反映させる具体的な施策・事業

　児童・生徒の安全・安心な環境を維持するため、引き続きスクールガードリーダーを活用した防犯対策
に取り組み、不審者対応の強化を図る。
　また、子ども見守り隊の募集について継続した取組を進め、隊員の補充を図る。
  通学路の安全点検では、道路管理者が行う施策が多いが、危険箇所を地図で明確に示すなど、今後
も道路管理者、警察等と相互に連携し、対策が着実に進むように努める。

担当課の評価

B

成果・課題

  近年、子ども見守り隊の活動成果もあり、町内児童・生徒への不審者被害の報
告は少ない状況にある。
　防犯訓練についてはスクールガード・リーダーの取組により、園児をはじめ児童・
生徒及び職員に対して臨場感のある有効な訓練ができている。
　子どもたちが安心して暮らせる町になるように、引き続き他機関との連携を深め
ていきたい。

平成２９年度　教育委員会点検・評価シート

主な事業

子ども見守り隊活動

スクールガードリーダーの
派遣

　防犯活動等に経験のある方をス
クールガードリーダーに委嘱し、学
校・保育所で防犯教室や訓練を実
施する。

　町内全保育所・学校で園児、児童、
生徒並びに教職員等への防犯訓練を
年間で２１回実施するとともに、各施設
の管理職への指導・助言も同時に行っ
ている。

取組状況

学校保健の充実
就学時健康診断
各種健康診断

施　　策

通学路の安全点検
　児童生徒が安全に通学できるよ
う、通学路の安全点検を実施す
る。

　全町で７９名（平成３０年３月３１日現
在）の方に隊員として登録していただ
き、見守り活動に取り組んだ。

  大山町、大山町教育委員会、各学校
で連携をとりながら通学路の点検を行
い、その結果を踏まえて、道路管理者
等で対策を講じている。

　保護者や家庭に呼びかけて、児
童の登下校時の見守り活動を進
めるため、登録制の見守り隊をつ
くり活動を促す。

運動部活動の充実
生徒会活動補助金
全国大会等出場補助

目　　　　標

健やかな体の育
成（学校安全の推
進）

　学校保健安全法に基づき、10月・11
月に各小学校で新学齢児対象の就学
時健康診断を実施した。また、学校職
員および児童生徒の健康診断につい
ても、定期的に実施した。

  生徒会活動補助金を交付し、部活動
の遠征等のバス代など部活動の支援
を行った。
  また、延べ44名の生徒のおよび引率
教諭の全国大会出場にかかわる旅費
及び宿泊費等の支援を行った。

　学校、家庭、地域が力を合わせて、安全・安心な
登下校や学習活動ができる環境を整備する。

事業内容
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担当課の評価 成果・課題

A

　中山中学校、名和中学校とも学校環境改善交付金の1次配当を受けられな
かったが、中山中学校空調設備新設工事契約直前に、国から、２次配当の内示
があり、国の支援を受け工事を行うことができた。
　それぞれ学校であがった課題について、工事を行うことで改善できた。
　特に中山中学校空調設備新設工事は、夏季休業中に工事が完了したことで、2
学期以降の授業が快適な環境で行えるようになったと、評価が高かった。
　今後の課題として、平成３０年度名和小学校、大山小学校の空調設備が不十
分であることから、早急に整備する必要がある。
　また、中山中学校の校舎についても築後20年が経過していることから改修の必
要が生じてくると考えられる。
　　これらの事業、対策について、その他の事業との調整を図りながら、計画的に
整備を進めていく必要がある。
　その他、修繕等については、突発的なこと、計画的なことを含め、対応すること
ができた。しかしながら、施設が古くなってきており、継続的に最低限の整備は実
施していく必要があると考える。

課題解決のために次年度に反映させる具体的な施策・事業

　平成30年度当初予算に計上している名和小学校学校空調設備新設工事の実施設計を早期に行い、各工事を速や
かに完了させる。
　予算の有効活用のため、改修の必要性、優先順位を考慮しながら、暑さ対策など平成30年度以降の整備計画を検
討し、日常管理の中で軽微な修繕のうちに対応できるよう、日々の点検等を実施する。
　中山中学校（築２０年経過）の改修の必要性についても、時期等について併せて検討していく。
　事務局に小中学校管理費にそれぞれ維持管理費（修繕料）を予算措置することにより、不測の事態に備えるよう予
算要求をした。

大山中学校グランド整
備工事

　大山中学校のグランド表面の状
態が悪く（水はけが悪いなど）なっ
ており、真砂土を均一に引き直し
整備する。

グランドを使用することが比較的少ない季節
を利用し、整備を行った。

中山小学校プール内塗
装等改修工事

　老朽化により、プール内壁面、
床面ともに塗装がはがれ、モルタ
ルが剥き出しの状態で、怪我をす
る児童があり非常に危険であった
ため、全面塗装を行う。

プール使用のない時期に塗装工事を施工し
た。

中山中学校空調設備新
設工事

近年の異常気象を鑑み、生徒が
集中して学修に取り組めるよう、
中学校の普通教室にエアコン等を
設置し、教育環境の向上を図る。

平成29年度に実施設計を行い、夏季休業期
間を利用し機器の設置を行った。
合わせて設置した、デマンドコントローラー
で、電気代の縮減に努めている

名和中学校武道館吊り
天井改修工事

防災機能を強化するため、吊り天
井を撤去し、断熱対策を施しLED
照明器具を設置し落下防止措置
を施すなど、災害時の安全対策を
図る。

平成29年度に実施設計を行い、学校の武道
の授業を行わない期間を利用し施工した。

平成２９年度　教育委員会点検・評価シート

施　　策 目　　　　標

教育環境の整
備・充実
①学校施設・
設備の整備

　良好な学習環境とするため、老朽化の進んだ学校施
設の各種整備を行う。

主な事業 事業内容 取組状況
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就学援助

　要保護・準要保護家庭に対
し、国が示す範囲内で、学校
生活で必要な費用の全部又は
一部を支給する。

　教育委員会で一定の基準を設定し、対象
児童生徒を認定し、援助費を支給した。
・対象者　１０３人
・学用品費、給食費、修学旅行費、医療費

学校司書の配置

取組状況

　学校司書を配置する。

　全校に常勤の学校司書を配置し、適切な
蔵書管理や読書活動の推進を行った。
　
　（嘱託職員２名、臨時職員５名）

主な事業 事業内容

担当課の評価 成果・課題

平成２９年度　教育委員会点検・評価シート

施　　策 目　　　　標

教育環境の整備・
充実
②教育条件の充実

　学校教育活動を支援するため、人的、物的支
援を行う。

学習支援員の配置

　遠隔地から学校へ通学する
児童生徒の登下校のためにス
クールバスを配車する。

　中山地区２路線、名和地区６路線、大山
地区４路線を設定し、各路線登校１便、下
校２便、部活動対応１便の運行を行ってい
る。
・利用児童生徒数　３０９人

　引き続き各学校へ図書館司書、学習支援員を配置し、図書館教育の充実、特別な支援を要する児童・生徒へのき
め細やかな指導の充実に努める。寺子屋の指導員については、派遣型の指導員の人員確保へ向けて検討してい
る。
　ICTの知識豊富な人材の育成、採用、業者委託など、あらゆる方面からアプローチすることで、情報教育の充実に
努める。
　また、各種補助金、特に地区進出学習会補助金について金額の算定方法の見直しを行う。

　特別支援の必要な児童・生
徒に対応するための学習支援
員を配置する。

　教職員の配置状況や児童・生徒の実態
を考慮し、全小中学校に１名ずつ配置し
た。また１名を寺子屋教育指導員として配
置した。

各種補助
　各学校の特色ある活動を支
援する。

　学校ごとに特色ある取組が進められるよう補
助を行った。
　・部活動の振興補助
  　 （中学校　１８０万円×３校）
　・特色ある学校づくり委員会補助
  　 （３０万円×７校）
　・地区進出学習会補助
　　（４０万円×４校、３０万円×２校）

スクールバスの配車

課題解決のために次年度に反映させる具体的な施策・事業

Ａ

　地域と連携した特色ある学校づくりを進めたり、多様な児童生徒への学
習支援を行ったりするため、設置者である町教育委員会が各種の人的、財
政的な支援を行っており、成果をあげている。
　情報支援員の配置ができていないので、業者委託なども含め、人員確保
について検討しているが難しい状況である。
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学校給食の充実
及び食育の推進

　３年間の業務委託を株式会社メフォスと契
約締結しており、３年が経過した。
　新たに平成３３年度までの３年間の業務委
託を行うため、プロポーザルを行い、次の３年
間も株式会社メフォスに委託することになっ
た。
　異物混入があった場合も迅速な対応に心掛
け、保護者等への情報提供も遅滞なく実施さ
れた。

　安心・安全で、おいしく楽しい給食を提供するとと
もに、地域全体で取り組む食育の推進に寄与する。

事業内容

課題解決のために次年度に反映させる具体的な施策・事業

　引き続き、安心・安全な給食を提供するよう努めるとともに、今後さらに町内産品の地産地消に努力する
とともに食育推進の取組を強化する。
　調理機器の更新についても、名和学校給食センター、中山小調理場、中山中調理場とも優先順位をつ
けながら年次的に順次更新をするように努める。
　中山小学校の給食調理場の在り方について、検討を始める。

担当課の評価

B

成果・課題

　外部委託した調理業務は円滑に遂行されており、信頼できる業者に委託すること
ができたといえる。また、目標としていた地産地消率もすべての調理場で７５％以上
を達成することができた。
　課題として、比較的新しい大山学校給食センター以外の調理場の調理施設・設備
について、２０年以上が経過しているものが多く、毎年のように設備の更新を行って
いる状況にある。今後も予算の有効活用という観点からも精査しながら必要性、優
先順位を検討し、順次更新をしていく必要がある。
　特に中山小学校の調理場は、施設の老朽化が進み、施設の在り方についても今
後検討が必要である。
　食育について、各学校、各調理場など個別での食育推進には努めているが、保育
所あるいは農林、観光などとの連携については不十分な部分が多いため、他団体と
連携しての食育の推進を互いに協議することが必要である。

取組状況

　民間企業のノウハウを活かし、
給食調理業務を外部委託し、食中
毒や異物混入などなく、安心・安
全でおいしい給食を提供する。

学校給食施設の整備
　給食調理場の施設及び設備の
整備を実施する。

　平成２９年度は、中山小学校の食洗器や、
中山中学校のガス回転釜などの老朽化した
備品を更新した。
　また、安心・安全な給食を提供するため調
理設備の点検、修繕を随時実施している。

平成２９年度　教育委員会点検・評価シート

主な事業

安心・安全な給食の提供

施　　策 目　　　　標

食育の推進
「大山町食育推進計画」に基づく
食育の推進

　健康対策課を中心として、農林、観光、教
育、それぞれの分野が連携協力し、第二次食
育推進計画を策定し、それが実践に基づくよ
う努めた。

地産地消の推進

　県内産及び町内産の食材を使う
ことにより、生産活動の理解、生
産者への感謝などを育み、食育に
つなげる。

　名和、大山の調理場において地産地消率
が８割を超え、中山も８割に近い率で目標で
ある７５％を超えた。
  平成２９年度
　   中山７６％、名和８３％、大山８７％
【参考】平成２８年度
　   中山７５％、名和７５％、大山７９％



番号 担当課

15 幼児・学校教育課

平成２９年度　教育委員会点検・評価シート

施　　策 目　　　　標

教職員の資質向
上

　学校教育の充実を図るため、教員の指導力の向
上を図る。任命権者の県教育委員会による研修に
加え、必要に応じて町独自の研修の機会を設け
る。

主な事業 事業内容 取組状況

学校訪問
　小中学校を訪問し、学習状況
を視察するとともに学校経営に
ついて指導・助言を行う。

　町内７小・中学校を随時訪問しながら、全教
員の授業を参観し、管理職からの聞き取りを
実施した。学校経営状況や教科指導等につ
いて指導・助言を行った。
　全国学力・学習状況調査から見える児童・
生徒の課題とその対策について、授業研究
会等において、指導・助言を行った。

教職員研修

　教職員の幅広い指導力向上
をめざした研修を実施する。
また、町教育委員会の考え方
を全体で確認し、併せて、関係
機関との連携調整を行う。

　教育研究所と連携をしながら、教頭、中堅
教員研修、講師研修等を行い、教科指導や
法規研修を含め、職員の資質向上をめざし
た研修を実施した。また、町新任教職員等人
権・同和教育研修会、保育士・小学校教員一
日研修等を実施した。その他にも全国英語
教育研究大会（京都府）への参加を町内の
先生方に呼びかけて実施した。

課題解決のために次年度に反映させる具体的な施策・事業

　引き続き、計画的に国や県の研修を活用し、教職員の意識改革を図るとともに指導力向上をめざす。
　各種調査等を分析し、児童・生徒の課題を把握するとともに、大山町教育振興会で重点教科を決め、積
極的に研修会や授業研究会を開催する。児童・生徒がどんな問題を苦手としているか具体的に提示し、そ
の対応策について、事前研究会や当日の授業研究会において話し合い、振り返りを行う。

研修派遣（長期、短期）

　大学、教育センター等に教員
を派遣して研修に専念させ、大
山町で中核的な役割を担う教
員を育成する。

　国の中央研修（中堅教員）や新教育大学へ
の派遣、県の教科・領域指導力向上ゼミナー
ル、ミドルリーダーステップアップ研修、小・中
学校英語教育推進リーダー研修等に進んで
教職員を派遣し、教職員個々の資質向上に
努めるとともに、その成果を所属校に還元す
ることができた。

担当課の評価 成果・課題

Ｂ

　全国学力・学習状況調査や標準学力調査から見える児童生徒の課題とそ
の対策について、学校訪問、授業研究会等において、指導・助言を行うこと
で、児童・生徒の９年間の成長を見通した授業づくり等を進めることができ
た。
　教員の資質・適性を判断するとともに、町としての課題を把握し計画的に国
や県の研修へ派遣することにより、教職員個人の資質向上はもちろんのこ
と、各校の様々な取組に新しい視点を入れることができた。
　町教委主催の各種研修会では、町の課題に合わせた研修会にする必要性
を感じた。



番号 担当課

16 幼児・学校教育課

平成２９年度　教育委員会点検・評価シート

施　　策 目　　　　標

国際理解教育の
推進

　国際化の進展の中で、外国語に慣れ親しんだ
り、外国の子どもたちとの交流体験を通して、進
んでコミュニケーションがもてる児童・生徒を育成
する。

主な事業 事業内容 取組状況

国際交流事業

　アメリカ合衆国テメキュラ市へ
の中学生派遣等、中学校にお
ける特色のある交流事業を支
援

　３中学校のテメキュラ市訪問交流を支援
した。派遣する生徒７名については、派遣
するうえでの心構え、コミュニケーション力
の向上等を図るための研修を９回実施し
た。また、研修の成果を８回目の研修時に
保護者へ発表する場を設けるとともに、校
内発表や町文化祭ステージ発表、町の広
報紙等でも発信した。

ＡＬＴの配置
　各中学校区に１名ずつＡＬＴを
配置

　児童・生徒がネイティブな英語にふれる
機会を増やし、学習意欲や国際感覚を高
めるよう、小学校外国語活動や中学校外
国語でのＡＬＴの活用に努めた。また、小
学校外国語の先行実施をにらみ、授業づ
くりやＡＬＴの役割等について随時検討す
る機会を持った。

課題解決のために次年度に反映させる具体的な施策・事業

　国際交流事業については、選考面接時にもＡＬＴ等に参加してもらうなど、充実した研修内容になっている。さら
に、テメキュラ訪問時に派遣生が積極的にコミニュケーションをとることができるよう、ALTや中学校英語教員と連
携し、日常会話の練習を入れるなど研修内容の改善が必要である。
　ＡＬＴの活用については、定期的にイングリッシュスクールと連携を図り、より充実した活用方法を協議するととも
に、外国語・外国語活動の先行実施に向けて、ALTの人員増と配置の工夫を考えていかなくてはならない。
　ＡＬＴの保育所訪問については、年間活動計画を年齢別に作成し、イングリッシュスクールと打ち合わせをしなが
ら取り組むことができているので、次年度も継続して取り組んでいきたい。
　町内の大人と子どもたちが、ともに参加できる学習の場も検討する必要性を感じている。

保育所における外国語活
動の実施

　町内の保育所へＡＬＴを派遣

　町内各保育所へＡＬＴが１名ずつ訪問
し、歌や言葉遊びなどの英語活動をする
中で、国際感覚を身につけるとともに、コ
ミュニケーション力の育成に努めた。
　各保育所では、年間計画の見直しを随
時行っている。

担当課の評価 成果・課題

B

　テメキュラ交流には、７名（大山中３名、中山中４名）が参加し、研修成果
を校内だけでなく大山町文化祭や町内広報紙で発表した。また、研修に参
加した生徒は、９回の事前研修と米国での活動を通して、より広い視野に
立って、自分の将来の進路や地元大山町のことを考える機会となった。
　ALTを配置することにより、外国語だけではなく、外国文化を身近に感じ
る児童・生徒が増え、コミュニケーション力は向上傾向にある。



番号 担当課

17 人権・社会教育課

　公民館等で行われている各種教室、講座で学んだものを地域に還元できる仕組みづくりに努める。
  人材バンクの周知と登録の推進により、学習機会の提供と講師の周知促進に努める。
　社会教育委員協議会、公民館運営審議会の活性化を図るため、合同会議のみならず、それぞれの会
議の単独開催を行い、社会教育計画等について深く審議する。
　平成30年度の生涯学習大会については、社会福祉協議会と連携開催をする。

Ｂ

　生涯学習社会の構築のため、公民館、図書館、ＰＴＡ連絡協議会と連携
し、各種の講座、研修会、講演会等を実施した。今後は学習成果の発表だ
けでなく、その成果を還元及び実践することができる仕組みを構築すること
が必要である。
　また、本町の「社会教育の計画を審議する」「社会教育委員協議会、公民
館運営審議会の活性化を図る」ことが必要である。

担当課の評価 成果・課題、方向性など

課題解決のために次年度に反映させる具体的な施策・事業

平成２９年度　教育委員会点検・評価シート

主な事業

生涯学習推進体制

生涯学習情報の提供
各種講座、イベント等の情報の提
供

施　　策 目　　　　標

生涯学習環境の
充実
①生涯学習の推
進・啓発

　社会教育委員協議会開催　２回
　公民館運営審議会開催　 　２回
　※社会教育委員協議会と公民館運
営審議会は合同会議の部分もあり、同
日に開催。

　町報等により、各種学習情報を提供
した。

　町民一人ひとりが「いつでも、どこでも、だれでも」
取り組むことができる豊かな学習環境の実現を図
る。

事業内容

生涯学習大会の開催
　生涯学習社会構築のため、研鑽
を深める機会として、大会を開催
した。

取組状況

　社会教育委員協議会、公民館運
営審議会による社会教育推進方
策等の協議。

　町ＰＴＡ連絡協議会と共催で生涯学
習大会を開催し、まちづくりをテーマに
した講演会を実施した。併わせて本の
あるまちづくり大会を開催し、百人一首
大会や絵本づくりなどを実施した。
　また、昼食には、地産地消の給食を
有料で提供した。
   ２/４　　参加者　延４００人
   (於：保健福祉センターなわ)

施設環境の整備

　３地区の公民館と２地区の分
館、図書館本館と２地区の図書館
分館を設置し、それぞれの施設に
職員を配置し、生涯学習推進の環
境整備を図る。

　中山・名和・大山の３公民館と高麗・
大山の２分館、図書館本館と２分館で
協力して生涯学習推進を図った。



番号 担当課

18 人権・社会教育課

　野外活動を主体とした子ども会リーダー研修会等を通じて、ジュニアリーダーを養成するとともに、
中学生や高校生の諸活動への参加、また女性団体の研修活動等の支援やPTAとの各種事業におけ
る積極的な連携・支援を行い、人材育成を図る。

B

　女性団体の活動は活発に行われているが、子ども会活動は少子化も
あって停滞している。子ども会活動については、単位子ども会活動は困
難な状況であり、取組の見直しが必要である。
　青少年を取り巻く課題について、PTAに対する研修などの取組を強化
し、家庭教育の充実と並行してインターネット・ケータイなどのメディア教
育の充実を図ることが必要である。複数の市町村で広域開催できる事
業の検討を行うことが必要である。

PTAの育成・支援
 　青少年育成町民会議として
の連携や、町主催の大会の共
催や事業支援を行った。

大山町PTA連絡協議会との共催事業
　・大山町生涯学習大会
　・家庭教育講演会

担当課の評価 成果・課題、方向性など

課題解決のために次年度に反映させる具体的な施策・事業

社会教育団体補助金交付
 　社会教育団体運営に係る補
助金等を交付し、自主的な活動
を支援した。

対象団体
　・大山町子ども会育成連絡協議会
　・大山町青年団
　・大山町女性団体連絡協議会
　・青少年育成大山町民会議

女性団体の育成

 　女性団体の連携強化の一環
として女性レクリエーション大会
や研修会などの運営を支援し
た。

大山町女性団体連絡協議会主催事業
及び参加者数
　･女性レクリェーション大会（１７０人）
　・女性団体研修会（１００人）
　・鉄の歴史博物館他
　　　　　　　　　視察研修（５１人）

主な事業 事業内容 取組状況

平成２９年度　教育委員会点検・評価シート

施　　策 目　　　　標

生涯学習環境の
充実
②社会教育関係
団体の育成

　地域に根ざした社会教育団体の自主的な活動
がいっそう促進されるよう、リーダ育成や運営の
面から支援していく。



番号 担当課

19
人権・社会教育課

（公民館）

　総合文化祭を、町内で行われている多彩な生涯学習活動の発表や、大山町ゆかりの、町内外で広く
活躍されている芸術家の発表の場として位置づけるとともに、地域産業の振興の場としてもとらえ、町民
相互の交流を促進し、文化活動の意欲向上を図る機会として取り組む。

Ａ

　総合文化祭、各公民館まつりなどで、学習成果の発表機会を提供する
ことができている。
　今後は文化団体等の連携や交流を深めることによる、活性化に取り組
んでいきたい。

展示活動
　町内外の作品を展示発表する
機会を提供した。

写真展、洋画展、書道展、絵手紙展、
山野草、室井澄絵画展など
延べ約3,４00人

担当課の評価 成果・課題、方向性など

課題解決のために次年度に反映させる具体的な施策・事業

主な事業 事業内容

第１０回総合文化祭の開催

　文化の香り高いまちづくりをめ
ざし､町内で行われている学習
活動の展示・発表を行い、その
活動の輪を広げるとともに、商
工会と連携して産業振興と町民
相互の交流につなげた。
「大山」をテーマに展示、物販に
新たな取り組みを行い大山開山
1300年祭を盛り上げることを目
指した・

取組状況

平成２９年度　教育委員会点検・評価シート

施　　策 目　　　　標

生涯学習環境の充
実
③文化活動の振興

　文化の香り高いまちづくりを目指し、優れた芸術
にふれる機会を提供し、また活動成果の発表の場
を設けながら、参加気運を醸成する。

１０月２８日、２９日
大山農村環境改善センター
大山農業者ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
来場者数　　約２，０００人
（「夢に見た大山」フリッツ・カルシュ写
真展　in 大山の特別展示、一般展示、
大山部門コンテスト、特別ステージ、保
育所、小・中学校ステージ、一般応募
ステージ、物販（一息坂峠のおもてなし
の実演（伝統食））など



番号 担当課

20
人権・社会教育課

（公民館）

・わくわく体験塾なかやま・わくわく子ども
　教室　　１２１人
・子どもカルチャー教室　１２２人
・土曜授業等実施事業（子ども英語教室）
　延べ　１８０人
・キッズ英語クラブ　延べ２２４人
・鳥追いと七草　９人

地域子ども教室

　小学生を対象に開催し、放課後
や週末に農業体験、料理、工作、
伝統行事体験等、多様な体験活
動の場を提供する。

  健康でいきがいのある日常生活
の充実のため、講演、現地研修、
実習などの学習活動を行う。

高齢者学級

公民館活動の充
実

事業内容 取組状況

公民館まつり

　本町の歴史や文化、産業、自然
を見つめ直し、地域の魅力や可能
性を発掘するとともに、自然保護
活動や観光での交流と人材育成
を促す。

　日頃公民館で活動している教
室、サークルの練習成果を広く町
民に発表し、いっそう活動を充実
させる。また、地域自主組織との
連携を図る機会に地域コミュニ
ティを推進する。

中山公民館
　受講生　２７人
　授業回数　３９回実施
　国語、理科、社会、英語、体育
　音楽、芸術ほか

中山公民館　２月２４日、２５日　 ４５０人
名和公民館　３月４日　　 　 ８００人
大山公民館    ８月１６日　　　８００人
大山分館　　　３月４日、５日　　６００人
高麗分館   ２月１７日、１８日　 ４５０人

   各地域における課題解決に向けた人づくりを図るため、地域自主組織との連携を深めながら、既存事業
の中に「まちづくり」をテーマとした講座・研修を実施する。
　また、地域の人材の活用を図るため、学習の成果を地域に還元させるための仕組みづくりとともに、ボラ
ンティア養成講座等を開講する。この他に、住民の交流機会となる町民運動会や地区スポーツ大会等の充
実を図り、地域の活性化につなげる。

課題解決のために次年度に反映させる具体的な施策・事業

担当課の評価

Ｂ

　各館とも地域の特性に公民館運営審議会等の意見を取り入れ、課題に沿っ
た公民館運営に努めた。
　今後は、地域住民のつながりと活性化を促進する取組を図ることが求めら
れることから、地域自主組織との連携も進めながら、地域づくりの中核となる
公民館をめざす必要がある。

平成２９年度　教育委員会点検・評価シート

主な事業

大山学講座

大山カレッジ

　概ね５０歳以上の町民が週１
回、中山中学校の空き教室を利
用し学習を重ねることで、脳を鍛
えるとともに新たな出会いや自分
を再発見する場とする。

中山地区　ふれあい大学　延べ６８人
名和地区　ことぶき学級　 延べ５０５人
大山地区　おもと学級　　 延べ３７６人

目　　　　標

６回開催
　延べ参加者　１９０人
　・フィールドワーク
　・自然観察会
　・講演会　他

　生涯学習の拠点施設として、多様な学習要求に応
える事業を展開しながら、地域住民の連帯意識を高
め、心豊かなまちづくりに寄与する公民館を目指
す。

施　　策
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（図書館）

Ａ

子ども読書活動の推進

①司書教諭・司書・教育委員会事務局を対象に年２回開
催。　延べ３３名参加
②町内司書対象に地域資料の装備･破損資料補修等につ
いての研修会を実施。
③保育士対象に絵本講座を全３回実施。

課題解決のために次年度に反映させる具体的な施策・事業

　引き続き、高齢者や一般向けの事業も充実させ、分館との連携事業にも力を入れていき、幅広い年代の
町民に、親しまれ利用される図書館運営に努める。子ども読書活動については、家読（うちどく）をキー
ワードに、家庭での読書活動の推進に力を入れていく。

　障害者差別解消法が平成２８年度に施行されたことを受けて、障がい者サービ
スについて進展させた。今後も図書館利用者の支援や満足度向上など、内容の
充実に配分を大きくして、本館と分館で連携を更に深め取り組む必要がある。

①図書館への来館を促し、本の楽しさを共有しあう取組を
推進。
②デイサービスほほえみへ職員が出張しおはなし会を実
施。
③県立図書館「子ども司書養成事業」の一環。小学生の夏
休みに実施。司書仕事をカリキュラムに沿って体験し、県
内統一の認定試験において修了。
④図書館利用のＰＲ動画を作成し、大山３チャンネルで放
映。
⑤ハンセン病に関する資料提供が約２００冊程あったこと
から、記念講演会を実施。
⑥期限経過の雑誌や町民提供の古本を、リサイクルして
提供。

町民への啓発事業

①町立図書館・学校図書館
　連絡会
②司書のスキルアップ学習会
③司書と保育士の絵本講座

図書館関係者連絡会・研
修会の実施

①選書会の実施
②郷土資料の整備
③闘病記文庫の充実
④視聴覚資料の充実
⑤レファレンス業務の充実
⑥団体貸出の充実

①図書館へ!!呼んで読んで
　　キャンぺーン
②シニア悠々教室
③鳥取県立図書館連携事業「め
ざせ！図書館マスター」
④図書館をＰＲしよう！
⑤寄贈資料提供に関する講演会
⑥本のリサイクル市
⑦うるおいタイムズで周知
⑧町民作品展
⑨館外貸出
⑩鳥取大学連携事業「サイエン
スアカデミー」

図書巡回車による巡回貸出

①週に１回開催。
②件名目録表の入力等。
③病種の項目の追加、関係施設への広報。
④大山町・県内発行資料の選定。
⑤司書対象のレファレンス研修会の実施。
⑥町内の学校・保育園・高齢者施設・児童館・子育て支援
センター等へ団体貸出を実施。

　大山地区１４箇所、名和地区７箇所、中山地区２箇所な
ど２３コース。

資料の充実と住民サー
ビスの向上

担当課の評価 成果・課題

①子育て支援コーナーの設
置
②拡大読書器等の設置
③本館案内板の設置

①子育て支援に関する資料を収集しコーナーを設置。
②視覚障害に対応した拡大読書器を設置。その他、筆談ホワイト
ボードやリーディングトラッカー、コミュニケーションボード等を設
置。
③図書館本館の案内板が無かったことからフォーラムなかやま
敷地内に案内看板を２つと本館正面玄関に表札を１つを設置。

①大山町子どもの読書活動
推進委員会の開催
②お話会の実施
③保育園への貸出
④読書ボランティアとの連携
⑤その他企画行事

①推進委員１２名で会議を２回開催し、子どもの読書活動
推進について協議の上、家読推進のリーフレット「家読の
すすめ」を策定。
②おはなし図書館（本館毎月第２土曜実施）、ちいさなお
はなし会（大山分館偶数月第３土曜実施）、読み語りボラン
ティア麦の会のおはなし会（本館年２回）、「赤ちゃんといっ
しょ」のお話会（本館年１回）などを実施。
③町内保育園への毎月団体貸出
④読書ボランティア交流会等実施。
⑤ものづくり事業や人形劇などを実施。

図書館環境整備

図書巡回車による貸出事業

平成２９年度　教育委員会点検・評価シート

施　　策 目　　　　標

図書館機能の
充実と読書活
動の推進

　生涯学習を支える施設として、資料の充
実、情報提供により子どもから高齢者までの
サービスに努め、読書の喜びや生き方を見
つけられるよう読書活動を推進する。

主な事業 取組状況事業内容

- 6 -



番号 担当課

22 人権・社会教育課

課題解決のために次年度に反映させる具体的な施策・事業

  町体育協会の各所属団体が主体となって開催する町大会などのスポーツイベントを継続開催すること
により、地域のスポーツ振興の維持を図る。
　また、幅広い年代の町民がスポーツに親しむことができる体制づくりを進めるため、自主運営による総
合型地域スポーツクラブの支援を行う。スポーツ推進委員、総合型地域スポーツクラブなどの団体が協
力して、生涯スポーツの普及に取り組めるよう支援する。

平成２９年度　教育委員会点検・評価シート

主な事業

体育協会の育成・支援

　町内スポーツ少年団に対して、
認定指導員育成補助、活動推進
のための助成を行った。

施　　策 目　　　　標

地域スポーツ活
動の推進

　多くの町民が参加できる体育・スポーツの振興を
図る。

Ｂ

成果・課題、方向性など

　体育協会、スポーツ少年団等を中心としながら、地域スポーツの振興を
図ってきた。今後はスポーツ推進員との連携によるスポーツ人口の拡大を
図るとともに、総合型地域スポーツクラブ「スポーツしょい大山」を核とし
て、さらに多くの住民を巻き込んだスポーツに取り組む環境づくりを進める
ことが求められる。

・５/２１名和マラソンフェスタ2017を開
催した。（参加者１，６３１人）
・２/６　国体記念スキー大会を開催し
た。（参加者８７人）

スポーツイベントの開催
　町内外から参加を募り、体力の
増進、技術の向上及び町外者と
町民との交流を促進する。

社会体育施設の管理
　主要な社会体育施設の管理を
外部委託するとともに、委託業者
と連携しながら管理運営を行う。

・（株）チュウブに指定管理委託を行っ
た。（大きな修繕については町で修繕を
した。）
・指定管理をしていないところについて
は、管理運営、修繕等を行った。

事業内容 取組状況

　町民へのスポーツ機会の提供を
図るため、各種競技大会を開催
し、体育技術の向上と、町民相互
の親睦、健康・体力づくりを図っ
た。

　体育協会及び各部によるスポーツ大
会を開催した。

・スポーツテストを実施した。
・全国大会への派遣費の助成を
　行った。

担当課の評価

　町内に唯一の総合型地域スポーツク
ラブ「スポーツしょい大山」の事務局運
営を行った。

総合型地域スポーツクラブ
の育成・支援

　多くの町民が参加できる、体育・
スポーツ振興を目指した総合型地
域スポーツクラブの育成・支援を
図る。

スポーツ少年団の育成
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（文化財室）

取組状況

○調査
　・大山僧坊跡内の諸開発に係る調整協議及び立会
○周知活動
　・大山歴史探訪ウォーク解説協力（６/１０）
　・町広報による周知
○遺構顕在化のための除草作業

　国重要伝統的建造物群保存地区で
ある所子地区において、特定物件の
修理やその他の建造物等の修景に
取り組むなどにより、町並みの保存を
図る。

　平成28年10月21日に発生した鳥取
中部地震により毀損した大山寺旧境
内の石垣復旧を行う。

○文化庁調査官による現地指導及び事業化調整
○石垣復旧事業（H28年度分：復旧・測量）実施

○国庫補助事業
　・保存地区・保存事業取組（修理事業３件）
○町伝建地区保存審議会運営　（８/８、２/１４）
○所子町並み保存会への補助・支援
○各種研修会への参加

大山寺旧境内石垣復旧
事業

平成２９年度　教育委員会点検・評価シート

主な事業

伝統的建造物群保存地
区保存対策事業

大山僧坊跡等（大山寺
旧境内）保存活用対策
事業

　平成28年10月3日付で国指定となっ
た大山僧坊跡について、今後の追加
指定や保存活用計画策定等の取組
を継続的に行うとともに諸開発との調
整を図る。
　また、文化財価値の周知を図る。

施　　策

　文化財の保存、公開及び活用を行って、町民の財産としての
文化財の保護を図り、もって町民の文化財愛護の機運を醸成
する。

事業内容

目　　　　標

文化財の保
護・活用

　　大山僧坊跡等（大山寺旧境内）については、石垣復旧事業を継続実施し、合わせて保存活用計画策定事業（補助事業）に着手
し、早期に開発協議との調整を含めて保存及び活用対策を講じるよう努める。所子伝統的建造物群保存地区については、制度に
ついての住民の理解を深めながら、保存事業（補助事業）を中心とした取組みを一層推進する。指定文化財の管理等については、
除草や解説看板の修繕などを適切に行い、広報や見学会などによる文化財公開活用を行って、その価値の周知と文化財愛護の
気運醸成を図る。

文化財の保護管理・公
開活用

担当課の評価 成果・課題

　重要文化財をはじめとする文化財
の保護管理および公開活用。
　未指定文化財の新規文化財指定及
び指定に向けた調査。

課題解決のために次年度に反映させる具体的な施策・事業

A

○大山寺本堂・鐘楼国登録文化財登録答申セレモニー（７/２３）
○大山寺阿弥陀堂修理現場特別公開（９/９・１０）
○重要文化財門脇家住宅をはじめ文化財所有者等への管理及び修理費
補助の実施
○重文門脇家住宅の一般公開の支援（見学者延べ１，０００人）
○特別天然記念物オオサンショウウオ保護協議・立会
○大山並木松松くい虫防除事業・文化財の除草等直接管理の実施
○町広報「まちのたから」での文化財紹介（毎号）
○未指定文化財調査（うわなり神事・大山寺仏像等）
○保護審議会の運営、文化財看板の設置・修繕

日本遺産認定に係る取
組

　大山僧坊跡（大山寺旧境内）については、国史跡指定を受けることができ、保存活用への取組を進めて
いる状況である。所子伝統的建造物群保存地区における町並み保存については、選定を受けてから継
続して保存事業に取り組んできており、さらに適正に進めていく必要がある。
　埋蔵文化財や特別天然記念物の保護では、各種開発行為との調整に注力し対応することができた。埋
蔵文化財では急な現場対応が必要が多くあり、体制的な課題が明確になったことから、開発行為と文化
財保護との調整を適切に行うために、調査員の増員への検討を要する。
　指定文化財の管理等は所有者等と連携してその保護を図っているが、今後も文化財の価値等について
広く周知を図り、町民の文化財愛護意識向上に係る啓発を推進する必要がある。

　シリアル型での日本遺産申請が平
成28年4月25日に認定を受けた。魅
力発信事業以降事務局は観光商工
課へ移管したが、引き続き文化財の
立場で関わりをもった。

○大山山麓地域魅力発信推進協議会（１/１９）
○日本遺産サミットin京都参加・ブース運営（７/１～２）
○日本遺産シンポジウムへの参加（１０/１）
○大山学講座（日本遺産関係）講師対応（１１/５）
○日本遺産に関する視察対応（広島県庄原市）（９/２７）
○その他依頼による講演での周知（年間13回対応）

○試掘調査
　・長野城跡（１４．５㎡）　　　　・中山原所在遺跡（１０．0㎡）
　・原畑塚田遺跡（７．５㎡）　　・住吉第１遺跡（４０．0㎡）
　・富長所在遺跡（６０．0㎡）　 ・釼野東所在遺跡（２０．0㎡）
　・下大山第１遺跡（４０．0㎡）
○本発掘調査
　・向原４号墳（９５．０㎡）　　・長野城跡（４１７．０㎡）
○周知
　・町内遺跡発掘調査（平成28年度実施分）報告書の刊行
　・退休寺第１遺跡発掘調査報告書の刊行

埋蔵文化財保護

　（試掘調査）　埋蔵文化財保護と開
発事業との調整を図るための試掘・
確認調査の実施
　（調査報告書の刊行・配布）
　平成28年度調査の報告書刊行。
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（公民館）

平成２９年度　教育委員会点検・評価シート

施　　策 目　　　　標

青少年の健全育
成

　青少年育成に向けた活動や研修の場を提供す
るとともに、青少年育成会議や子ども会等と連携
をとりながら、地域ぐるみの支援体制を充実す
る。

成人式
　成人者に郷土「大山町」に生
まれ育った自覚を促すととも
に、成人を皆で祝う。

　１月３日に式典、記念撮影、交流会等を実
施した。
　対象者　１３３人　出席者　１１３人
　（出席率８５．０％）

主な事業 事業内容 取組状況

子ども会リーダー研修会
　子ども会活動を促進するた
め、野外活動等を通して、リー
ダーを育成する。

　小学４年生～６年生を対象に、大山青年
の家を会場として、野外活動や沢登り等の
自然とふれあう体験活動を行った。
　参加者　１０人（1泊２日）

　通学合宿や子ども会リーダー研修会を通じて、異年齢で構成される集団で生活を体験することにより、
中学生や高校生になっても、地域でリーダー的に活動できる人材を育成する。
　また、各地域のまちづくり自主組織と連携した事業や人材育成等について協議していく必要がある。
　子ども会リーダー研修会については、西部町村教育広域連携事業として７町村合同開催で取り組んだ
が、効果的で充実した内容や運営になるように継続検討する。

　住民を対象とした啓発活動、
巡回指導及び研修の場を提供
することにより、青少年の健全
な育成を図る。

・高校生マナーアップさわやか運動
　　４月、９月町内ＪＲ駅前で実施
　　参加者　延べ１８９人
・夏季巡回指導　７/２２～８/２３
　　参加者　５７人
・少年を守る店の指定　２６店
・家庭の日作品コンクール　応募５１１点

Ｂ
　人材育成等の事業により、小学生を中心とした育成に積極的に取り組んで
成果をあげてきた。今後はこれまでの事業に加え、中学生・高校生を対象と
した人材育成等の機会を増やしていく必要がある。

青少年育成町民会議

課題解決のために次年度に反映させる具体的な施策・事業

　嘉手納町及び大山町の小学
生がそれぞれホームステイしな
がら、交流と人材育成を図る。

・嘉手納町訪問（８/１～４）　３泊４日
　　参加児童　１６人
　※平和学習、ホームステイなど
・嘉手納町児童１６名受入（１/２３～２６）
　　受入家庭　８世帯
　※ホームステイ、スキー交流、大山小学
　　校訪問などを実施した。

担当課の評価 成果・課題、方向性など

　小学校高学年を対象に、１週
間程度家庭からはなれ、異年
齢による集団生活をすることに
より、協調性と自活力の向上を
図った。

・中山小学校　参加児童　１２人
　　（７/２～７/８、中山公民館)
・名和小学校　参加児童　２４人
　　（９/２０～９／２４、御来屋漁村センター)
・大山小学校　参加児童　３９人
　　（９/１０～９/１６、大山青年の家)
・大山西小学校　参加児童　３０人
　　（１１/１２～１１/１８、大山青年の家）

大山町・嘉手納町人材育成
交流事業

通学合宿
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　交付対象者          　 ８人
　　・高校生　　　　　　　　４人
　　・大学・専修学校生 　４人
　学習会・説明会（人権交流センター）
　　　　2回実施（合同実施）

課題解決のために次年度に反映させる具体的な施策・事業

　人権啓発事業等については、アンケート結果を参考にしながら町民のニーズにあった啓発活動を実施し
つつ、人権課題についての学びの場を絶えず提供していく必要がある。
　また、「部落差別解消推進法」施行により、必要な地域課題を適切に把握して行政施策を行うことができ
るよう、実態調査等についての国や県の動向を注視しながら、町としての進め方を検討する。

担当課の評価

B

成果・課題、方向性など

　人権啓発事業については、講師の選定に苦慮する部分もあるが、セミナーは個
別課題、当事者の声を大切にし、講師選定にあたっており、各人権課題について
より深く学ぶ機会の提供を行うことができている。
　小地域懇談会については、毎年1,000名を超す参加があり、ワークショップを通
した人権尊重のまちづくりが町民に浸透してきている。一方、課題として推進者の
確保と推進者の力量の均一化が挙げられる。
　人的体制の課題もあり、第３次男女共同参画プランの実施について、十分な推
進を図ることができなかったのが大きな反省点である。

進学奨励交付金

　町内の同和地区で高校・大学・
専修学校等に進学する者に対し
て、進学への意欲を促すため交付
金を交付した。

　多様化する人権・同和問題の解決を目指して、各
機関、施設との連携を深め、人権・同和教育の推進
と啓発活動を展開する。

事業内容 取組状況

平成２９年度　教育委員会点検・評価シート

主な事業

施　　策 目　　　　標

人権・同和教育
の推進

人権・同和教育連絡協
議会

人権・同和教育推進大
会

　平成２８年度人権啓発事業の検
証及び平成２９年度人権啓発事業
の検討を行った。

　同和問題をはじめあらゆる人権
問題の正しい理解と認識を深め、
差別と偏見のない人権尊重のま
ちづくりを推進する。

　人権啓発事業（３者共催事業）町長部局・教
育委員会部局・人権・同和教育推進協議会で
委員を構成し、それぞれの立場で意見をいた
だき、検証・検討を年３回行った。

　平成２９年１２月１７日実施
　人権作文朗読、ミニライブ
　パネルディスカッションinだいせん～３つの
法律を活かすためには～
　参加者　１０１名

みんなの人権セミナー

　鳥取県人権１４分野から７分野
を選定し、個別課題についてセミ
ナーを開催した。
　（６月～１月までの間に開催）

　人権セミナー計７回、参加者合計４２４名
　セミナーでは具体的なテーマに取り組み、推
進大会を合わせた計８回のうち５回以上参加
された方に町の特産品をプレゼントするスタン
プラリーも実施した。
　29年度該当者16名（皆勤賞１名）

人権・同和教育推進者
養成講座

　ＰＴＡ・企業・各種団体における
リーダーを養成し、人権・同和問
題活動の活性化を図る。

・企業・各種団体対象　　参加者３５名
・ＰＴＡ等対象　　　　　　　参加者２３名

小地域懇談会

　全ての町民が同和問題をはじめ
あらゆる人権問題を正しく認識し、
差別をしない、させない、許さない
心と人権尊重のまちづくりの担い
手としての実行力を身につける

　ワークショップ形式で実施。28年度はテーマ
を「無関心を関心に変えるために」と題して、
大山町１６７集落のうち１５０集落で実施した。
参加者　1,073名（参加率20.7％）
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事業内容 取組状況

B

成果・課題

　近年、要保護児童対策の対象と考えられるケースが増加する傾向があ
ることに加え、問題を抱えた家族が町外から転入してくるケースも継続して
増えている。実務者間で連携しながら対応しているが、問題の早期発見・
未然防止のため、引き続き、対応体制の検討及び外部関係機関を含めた
協議会の連携強化が必要である。また、担当者の資質の向上、専門的な
知識の向上のため計画的な研修が必要である。

①米子児童相談所やその他の機関と
　のケース検討会(随時）
②保健師、要対協との実務者会議
(月１回）

ケース検討会等の開催

平成２９年度　教育委員会点検・評価シート

主な事業

専門研修会

児童虐待相談等
　児童虐待に関する相談に対応
するとともに、児童虐待防止への
理解を求める啓発活動を行う。

施　　策 目　　　　標

児童虐待等への
対応（要保護児童
対策）

　要保護児童対策協議会担当者
対象の研修会に参加する。

　子どもたちが心身ともに健やかに育つように児童
虐待に係わる関係機関と連携をとりながら迅速に対
応する。

課題解決のために次年度に反映させる具体的な施策・事業

　児童相談所、福祉事務所、健康対策課保健師、福祉介護課、民生委員、小中学校、保育所、児童館
等との連携をさらに図るとともに、児童虐待や育児放棄等に対応するため、担当職員の専門的な知識
の習得を図る。また、組織的な対応を取ることができるように、課内の関係職員が情報を共有するととも
に、複数職員で動ける体制の整備に努める。平成30年7月に福祉介護課に移管。

・地域虐待対応合同研修会
・要保護児童対策関係研修会等

・要保護児童の情報収集
・個別相談（随時）
・児童虐待防止オレンジリボンたすきリ
レー　（１１月１８日）

　要保護児童対策連絡協議会の
担当者や関係機関の職員が見守
り家庭等についての情報交換を行
う。

担当課の評価
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平成２９年度　教育委員会点検・評価シート

施　　策 目　　　　標

社会福祉事業の
充実

　地域住民を対象に保健、福祉、教育等に関する事
業を総合的に行い、福祉と人権の町づくりに努め
る。

主な事業 事業内容 取組状況

隣保館の運営
　人権施策、人権啓発の推進及び
地域福祉の向上と町民の交流の
促進に努めた。

・解放文化祭（ふれあい祭）の実施
・教養講座の実施
・各種交流事業の実施
・たよりの発行
・年間利用者数　　延べ １９，０７６人
　 （中山 ５，７８８人 、名和 ５，９５５人
     大山 ７，３３３人）

児童館の運営
　同和地区及び周辺地域の幼児、
児童、生徒を対象に健全育成活
動を行った。

・児童館（子ども）まつりの実施
・教養・体験講座の実施
・たよりの発行
・年間利用者数　　延べ １７，１０９人
　　（中山 ４，１１５人、名和 ９，３４６人
      大山 ３，６４８人）

成果・課題

生活相談

　地域住民の各種相談に応じるた
め、生活相談員３名を各地区１名
ずつ配置して生活の安定と福祉
の向上に努めた。

　相談事業数
　　・中山（田中）地区　　　２９件
　　・名和（押平）地区　　　５６件
    ・大山（中高）地区　　１９７件
　　　　　　  計          　  ２８２件

Ｂ

　町内に３ヶ所ある隣保館及び児童館は、それぞれが地域住民を対象に福祉
と人権の町づくりに関連したさまざまな事業を展開している。
　今後はより多くの方に来館していただけるよう、各種事業について関心をもっ
ていただき、参加しやすいように工夫していく必要がある。

・第６７回社会を明るくする運動西伯郡研
　究大会開催（７／７）
・社会を明るくする運動街頭啓発活動参加

人権・同和教育関係団体へ
の支援

課題解決のために次年度に反映させる具体的な施策・事業

　広くから地域住民の参加をいただき、交流が深まるように、館の事業の周知を一層行って、関心と理解を
深めていただく。また、事業内容についても、参加しやすい工夫や地域や生活に関する課題について学ぶ
機会の提供につながる事業となるよう心掛け推進していく必要がある。

人権擁護委員活動
　人権擁護委員活動の支援、人権
擁護委員の推薦業務を行った。

・人権相談（毎月）
・人権問題修会、視察研修の実施、参加
・人権擁護委員１名（再任）を推薦

保護司活動
　社会を明るくする運動西伯郡研
究大会の開催、保護司会との連
絡調整等を行った。

 人権・同和教育の推進を図り、部
落差別をはじめ、あらゆる差別を
解消に寄与する活動を行う団体に
対して助成した。

　町人権・同和教育推進協議会の活動に
対して助成を行った。
　　　　補助金　４,０００千円

担当課の評価


